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 津市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

  平成２４年６月７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第３１号 

津市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

津市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第４５

号）の一部を次のように改正する。 

第１号様式（表）を次のように改める。 



第１号様式（第７条関係） 

（表） 
印 鑑 登 録 申 請 書 

 （宛先）津市長                                                年  月  日 
 次のとおり印鑑の登録を申請します。 

う
と
す
る
者

登

録

を

受

け

よ

住 所
電話（    －     －    ）

登録を受けようとする

印鑑 

フ リ ガ ナ
性

別

ぉ 男 

ぉ 女 

氏 名 印

生 年 月 日 年     月     日  

申

請

者

ぉ本人 ぉ代理人（代理人により申請する場合は、下欄も記入してください。） 

代

理

人

住 所
電話（    －     －    ）

フ リ ガ ナ 本

人

の

確

認

の

方

法

照

会
ぉ照会書

照会書発送年月日 

氏 名 印 年  月  日

印 鑑 登 録 証 の

受 領 者 の 氏 名
印 免

許

証

等

の

提

示

等

ぉ免許証（           ） 

ぉ許可証（           ） 

ぉ身分証明書（         ） 

ぉ在留カード（         ） 

ぉその他 （          ） 

登 録 年 月 日 年    月    日

登 録 番 号

処

理

欄

受 付 入 力 審 査 備

考 ぉ保証書 

 (注) (１) 太枠の中だけ記入してください。 
    (２) 該当するぉの中にレ印を記入してください。 
    (３) 登録を受けようとする者の氏名欄の印へは、本人により申請する場合のみ押印してください。 
    (４) 登録を受けようとする印鑑を添えてください。 
    (５) 代理人により申請する場合は、委任の旨を証する書面を添えてください。 



 第３号様式を次のように改める。 



第３号様式（第７条関係） 

印 鑑 登 録 原 票

登 録 印 鑑 
氏 名

生 年 月 日 年  月  日 性別  

住 所

備  考  

登録番号  登録日  抹消日  異動事由  

個人番号            

世帯番号            



第５号様式中「（あて先）」を「（宛先）」に、 

処

理

欄

受付 入力 照合 
備

考

処

理

欄

受付 入力 審査 交付 
備

考

 第６号様式中「（あて先）」を「（宛先）」に、「照合」を「審査」に改め

る。 

 第７号様式を次のように改める。 

「

「

」

」

を 

に改める。 



第７号様式（第７条関係） 

印 鑑 登 録 証 明 書 

登 録 印 鑑 
氏 名

生年月日 年  月  日 性別   

住 所

備 考  

これは、印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ないことを証明する。 

      年  月  日 

三重県津市長 （氏 名） 印   



附 則 

この規則は、平成２４年７月９日から施行する。 



津市告示第１４４号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年美杉村告示第８６号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。

  平成２４年 ６月 １日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  竹原区

  三重県津市美杉町竹原２７７７番地

  代表者 奥 谷 正 義

２ 変更に係る事項

(1) 代表者の氏名及び住所

変 更 前
岡田武士

三重県津市美杉町竹原３１９５番地

変 更 後
奥谷正義

三重県津市美杉町竹原２５６９番地

３ 変更の理由及び年月日

  定期総会において、平成２４年５月２３日から新任



津市告示第１４５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２０年津市告示第１７３号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

 平成２４年 ６月 ４日 

                      津市長 前 葉 泰 幸  

１ 届出者 

  杜の街アカシアの丘自治会 

  三重県津市河芸町杜の街一丁目１番地 

   代表者 水 谷 直 樹 

２ 変更に係る事項  

(1)地縁による団体の施設、設備に関する事項の変更 

変 更 前 津市河芸町杜の街一丁目１番地（集会所所在地） 

変 更 後 津市河芸町杜の街二丁目３０番地１９（集会所所在地） 

(2)  代表者の住所及び氏名 

変 更 前 三重県津市河芸町杜の街二丁目２５番地２４ 

山 田 哲 也 

変 更 後 三重県津市河芸町杜の街二丁目３０番地１２ 

水 谷 直 樹 

３ 変更の理由 

任期満了により、平成２４年４月１日新任のため。 

４ 変更年月日 

  平成２４年４月１日 



津市告示第１４６号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２４年６月５日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

１１９８１６３ 平成２３年１０月１日 平成２４年５月２２日

５１０８６０５ 平成２３年１０月１日 平成２４年５月１５日

９２０５６７５ 平成２４年４月１１日 平成２４年５月１６日

９２０９７３７ 平成２３年１０月１日 平成２４年５月１４日

９２１８１５７ 平成２３年１０月１日 平成２４年５月１６日

９２２７０６８ 平成２４年４月２日 平成２４年５月２３日



津市告示第１４７号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項、第１３条第２項及

び第１４条の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第

１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２４年６月５日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

南が丘地内 １ 平成２４年 ５月 １日 

高茶屋地内 ２ 平成２４年 ５月 １日 

高茶屋小森町地内 ２ 平成２４年 ５月 １日 

一志町片野地内 １ 平成２４年 ５月 １日 

戸木町地内 １ 平成２４年 ５月 １日 

久居野村町地内 １ 平成２４年 ５月 １日 

久居新町地内 ２ 平成２４年 ５月 ２日 

高茶屋小森町地内 ２ 平成２４年 ５月 ２日 

久居相川町地内 １ 平成２４年 ５月 ２日 

久居野村町地内 １ 平成２４年 ５月 ２日 

高茶屋地内 １ 平成２４年 ５月 ２日 

久居新町地内 １ 平成２４年 ５月 ８日 

高茶屋地内 １ 平成２４年 ５月 ８日 

城山地内 １ 平成２４年 ５月 ９日 

久居新町地内 １ 平成２４年 ５月 ９日 

庄田町地内 １ 平成２４年 ５月 ９日 

高茶屋地内 ２ 平成２４年 ５月 ９日 

高茶屋小森町地内 １ 平成２４年 ５月 ９日 

志登茂南公園 １ 平成２４年 ５月１６日 

クスノキ公園 １ 平成２４年 ５月１６日 

一身田平野地内 １ 平成２４年 ５月１６日 

白塚町地内 ２ 平成２４年 ５月１６日 

神戸地内 １ 平成２４年 ５月１６日 



久居新町地内 ６ 平成２４年 ５月１６日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ５月１７日 

丸之内地内 ５ 平成２４年 ５月１８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ４ 平成２４年 ５月２１日 

白塚駅公共自転車等駐車場 １２ 平成２４年 ５月２１日 

豊津上野駅前公共自転車等駐車場 １６ 平成２４年 ５月２１日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２４年 ５月２３日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ５月２３日 

白塚駅公共自転車等駐車場 ２ 平成２４年 ５月２３日 

豊津上野駅前公共自転車等駐車場 １ 平成２４年 ５月２３日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年 ５月２４日 

上浜町地内 １ 平成２４年 ５月２４日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年 ５月２５日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ５月２８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２４年 ５月２９日 

古河公園 １ 平成２４年 ５月２９日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２４年 ５月３０日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ５月３０日 

八幡町地内 １ 平成２４年 ５月３０日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２４年 ５月３１日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１４８号

計量器の定期検査を次のとおり実施するので、計量法（平成４年法律第５１

号）第２１条第２項の規定に基づき告示する。

  平成２４年６月６日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 定期検査の対象となる計量器

  質量計のうち、計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第２条第２号に

定める非自動はかり、分銅及びおもり

２ 検査日時及び場所

検査日 曜日 検査時間 検査場所

８月２１日 火 １０：００～１２：００ 白塚市民センター

８月２４日 金 １０：００～１２：００
津市美里社会福祉センター

（津市美里庁舎北隣）

８月２７日 月
１０：００～１２：００ 津市芸濃庁舎

１４：００～１６：００ 津市安濃庁舎

８月２８日 火
１０：００～１２：００ 津市河芸庁舎

１４：００～１６：００

津市計量検査所

（津市本庁舎敷地内）

８月３０日 木
１０：００～１２：００

１３：００～１５：００

８月３１日 金
１０：００～１２：００

１３：００～１５：００

３ 検査対象地域

津地域（北立誠地区、南立誠地区、敬和地区、養正地区、新町地区、白塚

地区、栗真地区、一身田地区、安東地区、櫛形地区、片田地区、神戸地区、

大里地区、高野尾地区）、河芸地域、芸濃地域、美里地域、安濃地域



津市告示第１４９号 

平成２３年産畑作物共済（大豆；全相殺方式）に係る共済金の支払額を決定

したので、津市農業共済条例（平成１８年津市条例第１８５号）第１１５条の

規定により、畑作物共済加入者ごとに共済金の支払額、畑作物共済減収量、共

済金の支払期日及び共済金の支払方法を別紙のとおり公表する。 

平成２４年６月１２日 

津 市 長  前 葉 泰 幸   



　　別紙

農家
番号

地区名 共済金支払額(円) 減収量(kg) 支払期日 支払方法

1 観音寺町 49,410 162

2 納所町 6,988,160 22,912

3 安東町 1,566,480 5,136

4 殿村 4,141,290 13,578

5 野田 2,042,280 6,696

6 南河路 782,020 2,564

7 芸濃町北神山 3,496,825 11,465

8 芸濃町多門 935,435 3,067

9 芸濃町椋本 7,826,300 25,660

10 芸濃町萩野 914,085 2,997

11 安濃町中川 2,889,875 9,475

12 安濃町川西 4,345,640 14,248

13 安濃町安濃 750,605 2,461

14 安濃町清水 711,565 2,333

15 安濃町草生 1,813,835 5,947

16 一志町波瀬 494,100 1,620

17 一志町波瀬 670,085 2,197

18 一志町波瀬 286,090 938

19 一志町波瀬 954,955 3,131

20 一志町新沢田 1,220,000 4,000

21 一志町小山 1,388,360 4,552

22 一志町高野 1,254,465 4,113

23 一志町日置 7,566,745 24,809

24 白山町小杉 547,170 1,794

25 白山町川口 464,210 1,522

26 白山町二本木 1,647,000 5,400

27 白山町二本木 231,190 758

28 白山町八対野 972,645 3,189

合計 28戸 56,950,820 186,724

平成２３年産畑作物共済（大豆；一筆方式）　加入者ごと共済金支払額等一覧

口座振込平成24年5月31日



津市告示第１５０号

 津市公共下水道条例（平成１８年津市条例第２０１号）第６条第１項及び第

１５条第１項の規定により、指定工事店を次のとおり指定店の効力を停止する

ので、同条例第１７条の規定により告示する。

  平成２４年６月１３日

                      津市長 前 葉 泰 幸

指定を停止した業者及び停止期間

業 者 名 所 在 地 停  止 期 間

有限会社

出忠管工業

津市栗真中山町

１１１番地の２

平成２４年 ６月１３日から

平成２４年１０月１０日まで





津市告示第１５２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２０年津市告示第１７３号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

 平成２４年 ６月１４日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  三行自治会 

  三重県津市河芸町三行１２２８番地１ 

  代表者 中 川 三 朗 

２ 変更に係る事項  

  代表者の住所及び氏名 

変 更 前 三重県津市河芸町三行１２８１番地２ 

米 倉 孝 一 

変 更 後 三重県津市河芸町三行４８７番地１ 

中 川 三 朗 

３ 変更の理由 

任期満了により、平成２４年４月１日新任のため。 

４ 変更年月日 

  平成２４年４月１日 



津市告示第１５３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２０年津市告示第１７３号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

 平成２４年 ６月１４日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  杜の街くすのきの丘自治会 

  三重県津市河芸町杜の街一丁目８番地１６ 

代表者 守 田 有 道 

２ 変更に係る事項  

  代表者の住所及び氏名 

変 更 前 三重県津市河芸町杜の街一丁目３番地１ 

稲 本 英 雄 

変 更 後 三重県津市河芸町杜の街一丁目５番地７ 

守 田 有 道 

３ 変更の理由 

任期満了により、平成２４年４月８日新任のため。 

４ 変更年月日 

  平成２４年４月８日 



津市告示第１５４号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項及び津市

農業共済条例（平成１８年条例第１８５号）第１４８条の規定に基づき、平成

２３年１０月１日から平成２４年３月３１日までの津市農業共済事業の業務の

状況を次のとおり公表する。 

  平成２４年６月１４日 

津市長 前 葉 泰 幸 





















津市告示第１５５号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項及び津市

駐車場事業の設置等に関する条例（平成１８年津市条例第２１８号）第１６条

の規定に基づき、平成２３年１０月１日から平成２４年３月３１日までの津市

駐車場事業の業務の状況を次のとおり公表する。 

  平成２４年６月１４日 

津市長 前 葉 泰 幸 



１ 事業報告書

 概 況 

駐車場事業は、お城東駐車場、フェニックス通り駐車場及びアスト駐車

場を運営し、市街地における自動車の駐車需要に応ずるよう努めています。

平成２３年１０月１日から平成２４年３月３１日までの利用状況は、次

のとおりです。

ア 利用台数   ３３８，００７台（前年同期 ３１７，６７６台）

イ 一日平均台数   １，８６９台（前年同期   １，７５６台）

２ 経理の状況

平成２３年度下半期の経理の状況は、損益計算書（別表１）及び貸借対照

表（別表２）のとおりです。

３ 平成２４年度駐車場事業について

別冊のとおりです。



1 営業収益

2 営業費用

3 営業外収益

4 営業外費用

別表１

平成23年度下半期津市駐車場事業損益計算書
（平成23年10月1日から平成24年3月31日まで）

（単位　円）

（１） 駐 車 収 益 116,043,667 116,043,667

（１） 駐 車 場 管 理費 53,546,681

（２） 減 価 償 却 費 17,091,959

（３） 資 産 減 耗 費 318,437 70,957,077

営 業 利 益

△ 3,598,835

45,086,590

（１） 受取利息及び配当金 143,053

（２） 雑 収 益 126,633 269,686

（１） 支 払 利 息 及び
企業債取扱諸費 3,868,521 3,868,521

当年度未処理欠損金 33,404,826

経 常 利 益 41,487,755

当 期 純 利 益 41,487,755

前 期 繰 越 欠 損 金 74,892,581



1

2

流 動 資 産 合 計 131,322,238

資 産 合 計 2,171,517,643

（３） その他流動資産 500,000

（１） 現 金 預 金 130,689,126

（２） 未 収 金 133,112

固 定 資 産 合 計 2,040,195,405

流 動 資 産

有形固定資産合計 2,040,195,405

減価償却累計額 9,883,031 520,159

オ 工具、器具及び備品 10,403,190

減価償却累計額 88,283,808 4,645,464

減価償却累計額 1,016,690 53,510

エ 機 械 及び 装置 92,929,272

ウ 構 築 物 1,070,200

減価償却累計額 434,895,290 770,830,121

イ 建 物 1,205,725,411

ア 土 地 1,264,146,151

（１） 有 形 固定 資産

別表２

平成２３年度津市駐車場事業貸借対照表
（平成２４年３月３１日）

（単位　円）
資　産　の　部

固 定 資 産



3

4

5

6

注１　有価証券の評価方法は、期末帳簿価額（原価法）をもって期末評価額としている。
注２  固定資産（償却資産）の減価償却の方法は、定額法によって取得の翌年度から行っている。

負 債 資 本 合 計 2,171,517,643

欠 損 金 合 計 33,404,826

欠 損 金 合 計 33,404,826

資 本 合 計 2,020,352,248

ア 当 期 未 処 理
欠 損 金 33,404,826

欠 損 金

（１） 欠 損 金

借入資本金合計 303,784,047

資 本 金 合 計 2,053,757,074

ア 企 業 債 303,784,047

1,749,973,027

（２） 借 入 資 本 金

（１） 自 己 資 本 金

資 本 金

資　本　の　部

流 動 負 債 合 計 17,706,675

負 債 合 計 151,165,395

（３） その他流動負債 500,000

（２） 前 受 金 1,363,950

流 動 負 債

（１） 未 払 金 15,842,725

固 定 負債 合計 133,458,720

負　債　の　部

固 定 負 債

（１） 他 会 計借 入金 133,458,720



津市告示第１５６号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項及び津市

水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例（平成１８年津市条例第２

１９号）第５条の規定に基づき、平成２３年１０月１日から平成２４年３月３

１日までの津市水道事業及び津市工業用水道事業の業務の状況を次のとおり公

表する。 

  平成２４年６月１４日 

津市長 前 葉 泰 幸 



１ 事業の概要 

 津市水道事業 

平成２３年１０月１日から平成２４年３月３１日までの業務量につきま

しては、平成２３年３月末現在の給水戸数は１２６，５５９戸、配水量は

２０，２７１，６６４ 、有収水量は１７，４５２，８０２ となりまし

た。 

経営状況としましては、収益では、営業収益３，２１９，２９６，９７

０円、営業外収益１８２，２２１，４１７円、特別利益８，７８０，５９

０円で合計３，４１０，２９８，９７７円となりました。費用では、営業

費用３，２７９，３２１，０３３円、営業外費用２１４，４８０，４８３

円、特別損失３５，１４９，１４６円で合計３，５２８，９５０，６６２

円となり、収支差引におきまして、１１８，６５１，６８５円の純損失と

なりました。 

 津市工業用水道事業 

平成２３年１０月１日から平成２４年３月３１日までの業務量につきま

しては、配水量は１７３，３００ 、有収水量は、１７２，６７２ とな

りました。 

経営状況としましては、収益では、営業収益１０，９９２，４８０円、

営業外収益９９，８７２円で合計１１，０９２，３５２円となりました。

費用では、営業費用１１，６２０，７９４円となり、収支差引におきまし

て、５２８，４４２円の純損失となりました。 

２ 経理の状況 

 津市水道事業 

損益計算書（別表１、別表２）及び貸借対照表（別表３）のとおりであ

ります。 

 津市工業用水道事業 

損益計算書（別表４、別表５）及び貸借対照表（別表６）のとおりであ

ります。 



別表１

単位　円

1

(1) 2,908,356,459

(2) 285,029,055

(3) 25,911,456 3,219,296,970

2

1,493,500,091

362,371,352

235,504,571

160,168,938

203,557,432

808,304,949

15,852,835

60,865 3,279,321,033

60,024,063

3

8,430,922

36,749,000

66,407,495

70,634,000 182,221,417

4

171,426,024

22,376,000

20,678,459 214,480,483 △32,259,066

92,283,129

5

1,234,725

7,545,865 8,780,590

6

35,149,146 35,149,146 △26,368,556

118,651,685

642,402,798

761,054,483

前 期 繰 越 欠 損 金

当 期 未 処 理 欠 損 金

特 別 損 失

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損

当 期 純 損 失

平成２３年度津市水道事業損益計算書
　（平成２３年１０月１日から平成２４年３月３１日まで）

営 業 収 益

給 水 収 益

(2) 配 水 及 び 給 水 費

受 託 工 事 収 益

そ の 他 営 業 収 益

営 業 費 用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費

(3) 受 託 工 事 費

経 常 損 失

特 別 利 益

(1) 過 年 度 損 益 修 正 益

(1) 固 定 資 産 売 却 益

営 業 外 費 用

(1)

(3) 雑 支 出

繰 延 勘 定 償 却

支払利息及び企業債取扱諸費

(2)

(2) 他 会 計 補 助 金

(3) 雑 収 益

(4) 新 規 給 水 加 入 金

(8) そ の 他 営 業 費 用

営 業 損 失

営 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金

(4) 業 務 費

(5) 総 係 費

(6) 減 価 償 却 費

(7) 資 産 減 耗 費



別表２

単位　円

1

(1) 5,951,483,337

(2) 285,102,285

(3) 37,485,870 6,274,071,492

2

2,912,638,744

629,874,600

271,533,015

290,206,171

386,543,288

1,610,671,949

15,852,835

149,678 6,117,470,280

156,601,212

3

12,357,632

36,749,000

114,575,632

148,239,000 311,921,264

4

347,102,356

44,750,000

20,678,459 412,530,815 △100,609,551

55,991,661

5

1,234,725

8,748,160 9,982,885

6

37,709,070 37,709,070 △27,726,185

28,265,476

789,319,959

761,054,483

前 年 度 繰 越 欠 損 金

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

当 年 度 純 利 益

特 別 損 失

(1)

(2) 固 定 資 産 売 却 益

(1) 過 年 度 損 益 修 正 益

営 業 費 用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費

平成２３年度津市水道事業損益計算書
　（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）

営 業 収 益

給 水 収 益

受 託 工 事 収 益

そ の 他 営 業 収 益

(2)

過 年 度 損 益 修 正 損

営 業 外 費 用

(1)

(3) 雑 支 出

経 常 利 益

特 別 利 益

(2) 繰 延 勘 定 償 却

支払利息及び企業債取扱諸費

他 会 計 補 助 金

(3) 雑 収 益

(4) 新 規 給 水 加 入 金

(8) そ の 他 営 業 費 用

営 業 利 益

営 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金

(5) 総 係 費

(6) 減 価 償 却 費

(7) 資 産 減 耗 費

(2) 配 水 及 び 給 水 費

(3) 受 託 工 事 費

(4) 業 務 費



別表３

単位　円

1

イ 1,883,981,075

ロ 4,386,284

ハ 2,903,323,931

905,870,813 1,997,453,118

ニ 56,483,561,226

23,723,213,769 32,760,347,457

ホ 10,021,732,026

6,682,907,881 3,338,824,145

ヘ 44,705,543
39,488,353 5,217,190

ト 366,523,466
296,527,549 69,995,917

チ 381,004,625
40,441,209,811

イ 192,484,235
ロ 94,651,432
ハ 2,251,682

289,387,349

イ 97,726,819
97,726,819

(2) 無 形 固 定 資 産

投 資 合 計

庁 舎 利 用 権
電 話 加 入 権
無形固定資産合計

(3) 投 資
基 金

中 勢 水 道 利 用 権

工具､器具及び備品
減 価 償 却 累 計 額
建 設 仮 勘 定
有形固定資産合計

減 価 償 却 累 計 額

車 両 運 搬 具
減 価 償 却 累 計 額

機 械 及 び 装 置

立 木

建 物

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

減 価 償 却 累 計 額

土 地

平成２３年度津市水道事業貸借対照表
　（平成２４年３月３１日）

資　　産　　の　　部
固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

97,726,819
40,828,323,979

2
6,062,001,199
641,626,819
90,065,876
1,767,270
270,227
3,700,000

6,799,431,391
3

81,887,500
81,887,500

47,709,642,870

(1) 開 発 費
繰 延 勘 定 合 計
資 産 合 計

(6) そ の 他 流動資産
流 動 資 産 合 計
繰 延 勘 定

(4) 前 払 費 用
(5) 前 払 金

(2) 未 収 金
(3) 貯 蔵 品

固 定 資 産 合 計
流 動 資 産
(1) 現 金 預 金

投 資 合 計



4

イ 1,500,000

1,500,000

5

373,235,455

178,215,483

551,450,938

552,950,938

6
7,229,322,256

イ 14,845,264,029
14,845,264,029

22,074,586,285
7

イ 12,776,753,439
ロ 4,144,125,825
ハ 4,401,261,253
ニ 240,152,160
ホ 2,018,237,549
ヘ 1,777,094,466

剰 余 金

他 会 計 補 助 金

工 事 負 担 金
受 贈 財 産 評 価 額
国 県 補 助 金
寄 付 金
新 規 給 水 加 入 金

(1) 資 本 剰 余 金

(2) 借 入 資 本 金
企 業 債
借 入 資 本 金 合 計
資 本 金 合 計

資　　本　　の　　部
資 本 金
(1) 自 己 資 本 金

(1) 未 払 金

(2) そ の 他 流動負債

流 動 負 債 合 計

負 債 合 計

流 動 負 債

負　　債　　の　　部

固 定 負 債

(1) 引 当 金

退 職 給 与 引 当 金

固 定 負 債 合 計

ヘ 1,777,094,466
ト 26,127,646
チ 459,407,792

25,843,160,130

イ 761,054,483
761,054,483

25,082,105,647
47,156,691,932
47,709,642,870

資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

欠 損 金 合 計
剰 余 金 合 計

(2) 欠 損 金
当年度未処理欠損金

基 金 利 息
基 金 繰 入 金
資 本 剰 余 金 合 計

他 会 計 補 助 金

注１ 有価証券の評価方法は、期末帳簿価格（原価法）をもって期末評価額としている。

２ たな卸資産（貯蔵品）の評価方法は、移動平均法によって行っている。

３ 固定資産（償却資産）の減価償却の方法は、定額法によって取得の翌年度から行っている。

４ 繰延資産（開発費）の処理方法は、繰延勘定を設けた事業年度の翌事業年度以降４年間で均等額を償却し

ている。

５ 退職給与引当金の計上基準は、平成24年度末における特別職の仮定退職給与金を基準として均等に引当て



別表４

単位　円

1

(1) 10,992,480 10,992,480

2

2,860,627

5,884,764

2,832,897 11,578,288

42,506 11,620,794

628,314

3

99,789

83 99,872 99,872

528,442

528,442

732,880

204,438

平成２３年度津市工業用水道事業損益計算書
　（平成２３年１０月１日から平成２４年３月３１日まで）

営 業 収 益

給 水 収 益

営 業 費 用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費

(2) 総 係 費

(3) 減 価 償 却 費

(4) 資 産 減 耗 費

営 業 損 失

営 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金

(2) 雑 収 益

経 常 損 失

当 期 純 損 失

前 期 繰 越 利 益 剰 余 金

当 期 未 処 分 利 益 剰 余金



別表５

単位　円

1

(1) 21,792,480 21,792,480

2

4,105,926

11,874,585

5,664,897

42,506 21,687,914

104,566

3

99,789

83 99,872 99,872

204,438

204,438

0

204,438

平成２３年度津市工業用水道事業損益計算書
　（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）

営 業 収 益

給 水 収 益

営 業 費 用

総 係 費

(1) 原 水 及 び 浄 水 費

(2)

資 産 減 耗 費

(3) 減 価 償 却 費

(4)

営 業 利 益

営 業 外 収 益

雑 収 益

(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金

(2)

経 常 利 益

当 年 度 純 利 益

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余金

当年度未処分利益剰余金



別表６

単位　円

1

イ 1,650,000

ロ 7,999,210

5,611,598 2,387,612

ハ 85,309,046

57,827,144 27,481,902

ニ 78,096,020

43,009,239 35,086,781

ホ 882,665
794,400 88,265

ヘ 360,000
259,200 100,800

ト 294,110
67,089,470

67,089,470
2

128,382,302
6,800,000

135,182,302
202,271,772資 産 合 計

固 定 資 産 合 計
流 動 資 産
(1) 現 金 預 金
(2) 前 払 金
流 動 資 産 合 計

有形固定資産合計

車 両 運 搬 具
減 価 償 却 累 計 額
工具､器具及び備品
減 価 償 却 累 計 額
建 設 仮 勘 定

減 価 償 却 累 計 額

土 地

建 物

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

減 価 償 却 累 計 額

機 械 及 び 装 置

(1) 有 形 固 定 資 産

平成２３年度津市工業用水道事業貸借対照表
　（平成２４年３月３１日）

資　　産　　の　　部

固 定 資 産



3

イ 5,487,903

5,487,903

4

1,010,498

1,010,498

6,498,401

5

131,979,612

131,979,612

6

イ 1,657,500
1,657,500

イ 21,923,575
ロ 40,008,246
ハ 204,438

62,136,259
63,793,759
195,773,371
202,271,772負 債 資 本 合 計

建 設 改 良 積 立 金
当年度未処分利益剰余金
利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計
資 本 合 計

利 益 積 立 金

剰 余 金
(1) 資 本 剰 余 金

工 事 負 担 金
資 本 剰 余 金 合 計

(2) 利 益 剰 余 金

資 本 金 合 計

流 動 負 債 合 計

負 債 合 計

資　　本　　の　　部

資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

(1) 未 払 金

負　　債　　の　　部

固 定 負 債

(1) 引 当 金

修 繕 引 当 金

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債

注１ 有価証券の評価方法は、期末帳簿価格（原価法）をもって期末評価額としている。

２ たな卸資産（貯蔵品）の評価方法は、移動平均法によって行っている。

３ 固定資産（償却資産）の減価償却の方法は、定額法によって取得の翌年度から行っている。

４ 繰延資産（開発費）の処理方法は、繰延勘定を設けた事業年度の翌事業年度以降４年間で均等額を償却し



津市告示第１５７号 

 下記の者の平成２４年度固定資産税・都市計画税納税通知書は、住所居所不

明のため、送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部資産税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２４年６月１５日 

                     津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○ 
○○ ○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 



○○○○○○○○○○○○○ 
○○○ ○○○○ ○ ○

○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

奈良県生駒市東生駒月見町１３２番の２９ 大阪産業 株式会社 

○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ ○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 



○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

津市一志町波瀬２１３３番地 キプロ工業 株式会社 

○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 



津市告示第１５８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第５項の規定により、

地縁による団体を次のとおり認可し、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

平成２４年６月１５日  

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 名称 

  井生区 

２ 規約に定める目的 

  この区は、上井生、中井生、下井生の三自治会で構成し、井生区民の福利 

 を増進することを目的として組織する。 

３ 区域及び構成 

  この区は、津市一志町井生一円を区域とし、上井生、中井生、下井生三自

治会の会員をもって構成する。 

４ 事務所 

  津市一志町井生 2691 番地 

５ 代表者の氏名及び住所 

  斎 藤 征 利 

  津市一志町井生 2345 番地 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有

無   

  無 

７ 代理人の有無 

  無 

８ 規約に定める解散の事由 

  この区は、地方自治法第２６０条の２０第２号、３号、４号及び第５号の

規定により解散する。 

  総会の議決により解散する場合は、出席者の３分の２以上の承諾を得なけ

ればならない。 

９ 認可年月日 

  平成２４年６月１５日 





































































津市公告第７２号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２４年６月６日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２４年６月１日

２ 抑留期間 平成２４年６月８日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 津市
高尾野町

チワワ 茶 雌 小型 ９１日

以上

２ 津市

雲出島貫町

ダ ッ ク ス

フンド

黒 雌 中型 ９１日

以上

首輪あり

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第７３号 

 次のとおり条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６第１項及び津

市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の

規定により公告します。 

  平成２４年６月７日 

                     津市長 前 葉 泰 幸    

１ 入札に付する事項 

 件  名 水槽付消防ポンプ自動車の購入  

 規  格 詳細は仕様書参照  

 数  量 ２台 

 納入期限 平成２５年２月２８日 

 納入場所 津市消防本部（津市久居明神町２２７６番地） 

２ 入札参加者に必要な資格 

  本件の条件付一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当

するものとします。 

 施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

 平成２４年度津市競争入札参加資格者名簿（物品・業務委託）において、

「特殊車両（消防車）」を希望業種とし、市内又は準市内業者として登載

されていること。 

 本公告から入札までの期間において、本市から指名停止等を受けていな

いこと。 

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続開始を

申し立てた者若しくは決定を受けた者又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づく再生手続開始を申し立てた者若しくは決定を受けた者

でないこと。 

 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

３ 入札参加者心得、契約条項、仕様書その他入札に必要な事項を示す期間及

び場所 

 期 間  平成２４年６月７日から同月２６日まで（土日を除く） 



 時 間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 場 所  津市消防本部消防総務課 

４ 質疑等の受付 

 提出期限 平成２４年６月１５日 正午まで 

 方  法 質疑等は、公告において示す参加資格要件を有する者に限っ 

て指定の質問書により持参若しくはＦＡＸで受け付けます。電 

話、口頭、電子メール等によるものや、提出期限を過ぎて提出 

されたものは受け付けません。 

        なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限必着とし、必ず電 

話により着信の確認を行ってください。 

５ 質疑等に対する回答 

  質疑等に対する回答は、平成２４年６月２０日から同月２２日までの期間 

に、回答書を津市消防本部消防総務課で配付します。 

  回答に当たっては、質疑等を行った者の名称等は公表しません。また、意 

 見の表明と解されるものについては、回答しない場合があります。 

  なお、回答に対する再度の質問は認めませんので、質問書には質問内容を 

 明確に記載し提出してください。 

６ 入札参加資格の確認等 

 本件の条件付一般競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書等

を提出し、入札参加資格の確認を受けなければなりません。 

  ア 提出期限  平成２４年６月２６日 午後５時１５分まで 

  イ 提出場所  津市消防本部消防総務課 

  ウ 提出方法  持参によるものとし、郵送によるものは受け付けません。 

 提出書類 

   津市条件付一般競争入札参加申込書 

 入札参加資格の審査結果については、参加申し込みのあった者全員に文

書により通知します。 

７ 入札及び開札の日時 

  平成２４年７月５日 午前１０時から 

８ 入札及び開札の場所 

  津市消防本部会議室（２階） 

９ 入札保証金 

  免除 



10 入札の無効 

  規則第１９条各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 

11 契約保証金 

  契約金額の１００分の１０以上。 

ただし、規則第２８条第１項各号のいずれかに該当する場合は免除としま

す。 

12 その他の注意事項 

 指定の入札書により、仕様書に基づき入札金額等を記載の上、封書し、

件名、入札者の商号（名称）を記入し、入札を行ってください。 

 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税対象事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を

入札書に記載してください。 

なお、落札は、予定価格の範囲内で最低価格入札者とします。 

 再度入札を行う場合がありますので、入札書の予備を用意してください。 

 最低価格入札者が２者以上の場合は、くじ引きにより落札者を決定しま 

す。 

 落札者は、仮契約締結までに落札金額の根拠となった積算内訳書を提出 

してください。 

 この契約の締結については、議会の議決を要するものであるため、落札 

後速やかに仮契約を締結し、当該議決を経た後直ちに本契約とします。 

 この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とします。 

 天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないときは、 

入札を延期又は中止することがあります。 

 その他、入札参加者は、別添「条件付一般競争入札参加者心得」に留意 

の上、入札を行ってください。 

 【問い合わせ先】 

              津市消防本部 消防総務課経理担当 

              電話番号 ０５９－２５４－０３５２ 

              ＦＡＸ  ０５９－２５６－７７５５ 



津市公告第７４号 

 次のとおり条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６第１項及び津

市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の

規定により公告します。 

  平成２４年６月７日 

                     津市長 前 葉 泰 幸    

１ 入札に付する事項 

 件  名 高規格救急自動車の購入  

 規  格 詳細は仕様書参照  

 数  量 ２台 

 納入期限 平成２５年２月２８日 

 納入場所 津市消防本部（津市久居明神町２２７６番地） 

２ 入札参加者に必要な資格 

  本件の条件付一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当

するものとします。 

 施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

 平成２４年度津市競争入札参加資格者名簿（物品・業務委託）において、

「特殊車両（救急車）」を希望業種とし、市内又は準市内業者として登載

されていること。 

 本公告から入札までの期間において、本市から指名停止等を受けていな

いこと。 

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続開始を

申し立てた者若しくは決定を受けた者又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づく再生手続開始を申し立てた者若しくは決定を受けた者

でないこと。 

 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

３ 入札参加者心得、契約条項、仕様書その他入札に必要な事項を示す期間及

び場所 

 期 間  平成２４年６月７日から同月２６日まで（土日を除く） 



 時 間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 場 所  津市消防本部消防総務課 

４ 質疑等の受付 

 提出期限 平成２４年６月１５日 正午まで 

 方  法 質疑等は、公告において示す参加資格要件を有する者に限っ 

て指定の質問書により持参若しくはＦＡＸで受け付けます。電 

話、口頭、電子メール等によるものや、提出期限を過ぎて提出 

されたものは受け付けません。 

        なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限必着とし、必ず電 

話により着信の確認を行ってください。 

５ 質疑等に対する回答 

  質疑等に対する回答は、平成２４年６月２０日から同月２２日までの期間 

に、回答書を津市消防本部消防総務課で配付します。 

  回答に当たっては、質疑等を行った者の名称等は公表しません。また、意 

 見の表明と解されるものについては、回答しない場合があります。 

  なお、回答に対する再度の質問は認めませんので、質問書には質問内容を 

 明確に記載し提出してください。 

６ 入札参加資格の確認等 

 本件の条件付一般競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書等

を提出し、入札参加資格の確認を受けなければなりません。 

  ア 提出期限  平成２４年６月２６日 午後５時１５分まで 

  イ 提出場所  津市消防本部消防総務課 

  ウ 提出方法  持参によるものとし、郵送によるものは受け付けません。 

 提出書類 

   津市条件付一般競争入札参加申込書 

 入札参加資格の審査結果については、参加申し込みのあった者全員に文

書により通知します。 

７ 入札及び開札の日時 

  平成２４年７月５日 午後２時から 

８ 入札及び開札の場所 

  津市消防本部会議室（２階） 

９ 入札保証金 

  免除 



10 入札の無効 

  規則第１９条各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 

11 契約保証金 

  契約金額の１００分の１０以上。 

ただし、規則第２８条第１項各号のいずれかに該当する場合は免除としま

す。 

12 その他の注意事項 

 指定の入札書により、仕様書に基づき入札金額等を記載の上、封書し、

件名、入札者の商号（名称）を記入し、入札を行ってください。 

 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税対象事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を

入札書に記載してください。 

なお、落札は、予定価格の範囲内で最低価格入札者とします。 

 再度入札を行う場合がありますので、入札書の予備を用意してください。 

 最低価格入札者が２者以上の場合は、くじ引きにより落札者を決定しま 

す。 

 落札者は、仮契約締結までに落札金額の根拠となった積算内訳書を提出 

してください。 

 この契約の締結については、議会の議決を要するものであるため、落札 

後速やかに仮契約を締結し、当該議決を経た後直ちに本契約とします。 

 この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とします。 

 天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないときは、 

入札を延期又は中止することがあります。 

 その他、入札参加者は、別添「条件付一般競争入札参加者心得」に留意 

の上、入札を行ってください。 

 【問い合わせ先】 

              津市消防本部 消防総務課経理担当 

              電話番号 ０５９－２５４－０３５２ 

              ＦＡＸ  ０５９－２５６－７７５５ 



津市公告第７５号 

 次のとおり条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６第１項及び津

市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の

規定により公告します。 

  平成２４年６月７日 

                     津市長 前 葉 泰 幸    

１ 入札に付する事項 

 件  名 救急資機材等の購入  

 規  格 詳細は仕様書参照  

 数  量 ２組 

 納入期限 平成２５年２月２８日 

 納入場所 津市消防本部（津市久居明神町２２７６番地） 

２ 入札参加者に必要な資格 

  本件の条件付一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当

するものとします。 

 施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

 平成２４年度津市競争入札参加資格者名簿（物品・業務委託）において、

「衛生・医療（衛生・医療用品）」を希望業種とし、市内又は準市内業者

として登載されていること。 

 本公告から入札までの期間において、本市から指名停止等を受けていな

いこと。 

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続開始を

申し立てた者若しくは決定を受けた者又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づく再生手続開始を申し立てた者若しくは決定を受けた者

でないこと。 

 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

 薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第２４条第１項に規定する薬局開

設者又は医薬品の販売業の許可を受けたもの。 

 薬事法第３９条第１項に規定する高度管理医療機器等の販売業又は賃貸



業の許可を受けたもの。 

３ 入札参加者心得、契約条項、仕様書その他入札に必要な事項を示す期間及

び場所 

 期 間  平成２４年６月７日から同月２６日まで（土日を除く） 

 時 間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 場 所  津市消防本部消防総務課 

４ 質疑等の受付 

 提出期限 平成２４年６月１５日 正午まで 

 方  法 質疑等は、公告において示す参加資格要件を有する者に限っ 

て指定の質問書により持参若しくはＦＡＸで受け付けます。電 

話、口頭、電子メール等によるものや、提出期限を過ぎて提出 

されたものは受け付けません。 

        なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限必着とし、必ず電 

話により着信の確認を行ってください。 

５ 質疑等に対する回答 

  質疑等に対する回答は、平成２４年６月２０日から同月２２日までの期間 

に、回答書を津市消防本部消防総務課で配付します。 

  回答に当たっては、質疑等を行った者の名称等は公表しません。また、意 

 見の表明と解されるものについては、回答しない場合があります。 

  なお、回答に対する再度の質問は認めませんので、質問書には質問内容を 

 明確に記載し提出してください。 

６ 入札参加資格の確認等 

 本件の条件付一般競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書等

を提出し、入札参加資格の確認を受けなければなりません。 

  ア 提出期限  平成２４年６月２６日 午後５時１５分まで 

  イ 提出場所  津市消防本部消防総務課 

  ウ 提出方法  持参によるものとし、郵送によるものは受け付けません。 

 提出書類 

   津市条件付一般競争入札参加申込書 

 入札参加資格の審査結果については、参加申し込みのあった者全員に文

書により通知します。 

７ 入札及び開札の日時 

  平成２４年７月５日 午後３時から 



８ 入札及び開札の場所 

  津市消防本部会議室（２階） 

９ 入札保証金 

  免除 

10 入札の無効 

  規則第１９条各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 

11 契約保証金 

  契約金額の１００分の１０以上。 

ただし、規則第２８条第１項各号のいずれかに該当する場合は免除としま

す。 

12 その他の注意事項 

 指定の入札書により、仕様書に基づき入札金額等を記載の上、封書し、

件名、入札者の商号（名称）を記入し、入札を行ってください。 

 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税対象事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を

入札書に記載してください。 

なお、落札は、予定価格の範囲内で最低価格入札者とします。 

 再度入札を行う場合がありますので、入札書の予備を用意してください。 

 最低価格入札者が２者以上の場合は、くじ引きにより落札者を決定しま 

す。 

 落札者は、仮契約締結までに落札金額の根拠となった積算内訳書を提出 

してください。 

 この契約の締結については、議会の議決を要するものであるため、落札 

後速やかに仮契約を締結し、当該議決を経た後直ちに本契約とします。 

 この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とします。 

 天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないときは、 

入札を延期又は中止することがあります。 

 その他、入札参加者は、別添「条件付一般競争入札参加者心得」に留意 

の上、入札を行ってください。 



 【問い合わせ先】 

              津市消防本部 消防総務課経理担当 

              電話番号 ０５９－２５４－０３５２ 

              ＦＡＸ  ０５９－２５６－７７５５ 



津市公告第７６号

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第１

項の規定により津市農業振興地域整備計画を別冊のとおり変更し、同条第４項

において準用する同法第１１条第２項の規定により提出された意見書の要旨及

び当該意見書の処理の結果を別紙のとおり公告します。

なお、別冊及び別紙は省略し、津市農林水産部農林水産政策課に備え置いて

縦覧に供します。

  平成２４年６月７日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第７７号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２４年６月８日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第７８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年６月８日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２４年６月５日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市久居北口町字壱丁田２６６１番３４ほか７筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  四日市市九の城町６番１号 

  有限会社ヤマジビル 

  代表取締役 山路 忠 



津市公告第７９号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２４年６月８日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２４年６月５日

２ 抑留期間 平成２４年６月１２日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市 

芸濃町椋本 

雑種 うす茶 雄 中型 ９１日

以上

首輪あり

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第８０号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２４年６月１２日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２４年６月７日

２ 抑留期間 平成２４年６月１４日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 津市 

城山２丁目 

雑種 黒茶 雄 中型 ９１日

以上 

首輪あり 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第８１号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２４年６月１３日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２４年６月９日

２ 抑留期間 平成２４年６月１５日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 津市 

美里町穴倉 

雑種 白 雄 中型 ９１日

以上 

首輪あり 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市水道局告示第１０号 

 津市水道局指定給水装置工事事業者から次のとおり給水装置工事の事業の廃

止の届出を受けたので、津市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年

水道事業管理規程第１４号）第１０条第２号の規定により告示する。 

  平成２４年６月６日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

名称 所在地 廃止年月日 

有限会社八輝 津市相生町２５０番地 平成２４年５月２２日 



津市水道局告示第１１号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道

局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第

１０条第１号の規定により告示する。 

   平成２４年６月６日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

名  称 所 在 地 指定年月日 

有限会社ホクシン

グループ 

津市末広町２０番３０号 平成２４年５月３０日 



津市選挙管理委員会告示第１８号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条

第１項及び第５条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の

数、同法第４条第１１項及び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者の

総数の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８

１条第１項、第８６条第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数

の３分の１の数を次のとおり告示する。

 平成２４年津市選挙管理委員会告示第６号は、廃止する。

  平成２４年６月２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ ５０分の１の数       ４,５９３人 

２  ６分の１の数     ３８,２７３人 

３  ３分の１の数     ７６,５４５人



津市監査委員告示第６号

 市長等が監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた

措置について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２

項の規定に基づく通知があったので、その要旨を次のとおり公表する。

  平成２４年６月６日 

                  津市監査委員 渡 邊   昇 

                                  津市監査委員 駒 田 修 一 

                                  津市監査委員 横 山 敦 子 

津市監査委員 宇 陀 照 良 

１ 平成２０年１２月４日付け津市監査委員告示第１１号公表分 

  水道局 

 営業課 

監査の結果

（措置が講じ

られた部分に

限る。以下同

じ。） 

水道メーターの検針業務について、年間８６万件（平成１９

年度実績）を超える件数を８７人の検針員に委託しているが、

このほか、職員による企業等の検針数は年間約４，０００件

（同）に及んでいることから、企業等の検針業務委託について

検討されたい。 

措置の内容 職員による企業等の検針業務については、収納業務の委託更

新の際、窓口・電話受付業務等を含め一括して委託することと

し、平成２４年２月１７日付けで長期継続契約を締結した。

２ 平成２２年３月９日付け津市監査委員告示第１号公表分 

芸濃総合支所 

   地域振興課 

監査の結果 芸濃総合文化センター内アリーナ施設の使用料について、津

市運動施設の設置及び管理に関する条例第６条（別表第７）は、

昼間にアリーナの照明を使用した場合において、夜間の使用料

を徴収すると定めているが、当該規定と異なる内規を定め、当

該夜間使用料を減額して徴収していた。このような条例の規定

に反する使用料の徴収は適正でないことから、所要の是正措置

を講じるとともに、公の施設の使用料の徴収に当たっては、当



 該施設の設置及び管理に関する条例を遵守の上、適正に事務を

執行されたい。

措置の内容 平成２３年第３回市議会定例会において、津市運動施設の設

置及び管理に関する条例について運動施設の使用区分、使用料

等を見直す旨の改正がなされ、平成２４年４月１日より改正さ

れた条例に基づく使用料を適正に徴収している。

３ 平成２２年１２月１日付け津市監査委員告示第７号公表分 

（１）市立学校 

   安西小学校 

監査の結果 平成２０年度から繰り越された６種類の郵便切手のうち、８

０円切手など３種類の郵便切手の繰越枚数は、平成２１年度中

の使用枚数を十分に賄えるものであったにもかかわらず、新た

に受入れた結果、これらの郵便切手の平成２２年度への繰越枚

数は、平成２０年度のそれを上回っていたことから、新たな受

入れを控えるとともに、他の小学校等と調整の上、適切な保有

残高になるよう是正されたい。

措置の内容 平成２２年度は郵便切手の新たな受入れを行わず、また、教

育委員会事務局に依頼し、不用な切手を近隣小学校へ振り分け

た。また、平成２３年度も同様な措置を行い、同年度末の閉校

時点においては保有残高を０とした。

（２）財政援助団体（所管部局） 

ア 津市防犯協会（市民部市民交流課） 

監査の結果 津市防犯協会津南支部は、防犯連絡所等で受信した防犯情報

が、それぞれの地域の中で、迅速かつ有効に活用されているの

か否かの実態を十分に把握していなかったことから、その実態

を把握の上、効果を検証することが望ましい。

措置の内容 同支部において、平成２３年度より、防犯連絡所等への防犯

情報の通信手段を、従来のファクシミリ機器に加えＥメールや

携帯電話へのメールも採用したことにより、当該防犯連絡所等

で受信した防犯情報が、それぞれの地域の中で、迅速かつ有効

に活用されるよう改めた。



イ 中勢北部サイエンスシティ企業誘致促進協議会（商工観光部企業誘致 

室） 

監査の結果 中勢北部サイエンスシティ企業誘致促進協議会において、企

業誘致用の資料として使用する航空写真の撮影業務について、

同協議会は毎年、特定業者と随意契約を締結し、これを委託し

ているが、当該業者に特定して契約を締結する合理的な理由が

見当たらないことから、津市補助金等交付規則第９条の趣旨を

踏まえ、負担金に係る予算の効率的な執行を確保するため、競

争性のある契約方法に見直すことについて検討するよう、指

導・助言をされたい。 

措置の内容 同協議会において、平成２３年度の撮影業務委託について

は、津市契約規則に準じて見積合わせを実施し、競争性及び透

明性のある契約方法に改めた。

４ 平成２３年３月２日付け津市監査委員告示第２号公表分 

（１）健康福祉部 

   介護保険課 

監査の結果 郵便切手の保有について、平成２１年度から繰り越された７

種類の郵便切手のうち、平成２２年度(９月２４日現在)の使用

枚数は、８０円切手が５６枚、１２０円切手が１０２枚である

一方、その残数は８０円切手が２，９３８枚、１２０円切手が

１，８２４枚で非常に多くの枚数を保有しているが、使用見込

み数を著しく超えて保有することは適切でないことから、他の

部局等と調整の上、適切な保有残高になるよう是正されたい。

措置の内容 切手の保有枚数については、おおむね１年間に使用する枚数

のみを保有することとし、余剰分については総務課へ移管し

た。

（２）芸濃総合支所 

   地域振興課 

監査の結果 団体事務の関与について、職員が自治会連合会の支部、各種

イベントの実行委員会等の経理に従事し、預金通帳等を保管し

ているが、法令に基づくことなく地方公共団体の所有に属しな

い現金等の保管を禁じた地方自治法第２３５条の４第２項の



 趣旨に照らし、望ましいものではないことから、これらの団体

の理解と協力を得て、職員による関与が必要最小限となるよ

う、その見直しに取り組まれたい。 

措置の内容 自治会連合会芸濃支部をはじめとする各種団体の経理や預

金通帳等の保管については、同団体において行うこととした。

（３）香良洲総合支所 

   地域振興課 

監査の結果 団体事務の関与について、職員が自治会連合会の支部の経理

に従事し、預金通帳等を保管しているが、法令に基づくことな

く地方公共団体の所有に属しない現金等の保管を禁じた地方

自治法第２３５条の４第２項の趣旨に照らし、望ましいもので

ないことから、これらの団体の理解と協力を得て、職員による

関与が必要最小限となるよう、その見直しに取り組まれたい。

措置の内容 自治会連合会香良洲支部の預金通帳等の保管については同

団体において行うこととし、また、同団体の経理への関与につ

いては職員による関与が最小限となるよう改めた。

（４）教育委員会事務局 

   美杉事務所 

監査の結果 美杉中学校用地の一部（４５９㎡）について、所有権移転登

記が未了となっていることから、これまでの経過も踏まえつつ

速やかに処理されたい。 

措置の内容 美杉中学校用地に係る所有権移転登記が未了であった土地

については、平成２３年１２月１２日付けで所有権移転登記を

完了した。

５ 平成２３年１２月１日付け津市監査委員告示第１０号公表分 

（１）短期大学事務局 

監査の結果 三重短期大学地域問題研究所で購入している雑誌（月刊誌・

季刊誌）について、割引のある定期購読を利用すれば、より安

価に調達できるものがあったことから、年間を通じて購入する

雑誌については、定期購読による割引の有無を確認の上、調達

方法を見直されたい。 



措置の内容 三重短期大学地域問題研究所で購入している雑誌等のうち、

定期購読の利用が可能なものについては、平成２４年度から、

より安価に調達できる年間購読に改めた。

（２）財政援助団体監査（所管部局） 

ア 社会福祉法人津市社会福祉協議会(健康福祉部福祉政策課） 

監査の結果 社会福祉協議会運営事業補助金について、同補助金を市が津

市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に基づき派遣

する職員の給料に充当していたが、当該派遣職員が従事する業

務が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する

法律第６条第２項に定める給与支給が可能な業務であるか否

かにかかわらず、市による給与支給と同視できるような補助金

の充当は、派遣職員には、その職員派遣の期間中、給与を支給

しないことを定めた同法第６条第１項の趣旨を逸脱するおそ

れがあるため、関係部局と協議し、所要の是正措置を講じられ

たい。 

措置の内容 社会福祉法人津市社会福祉協議会への派遣職員の給与につ

いては市から直接支給することとし、社会福祉協議会運営事業

補助金については当該給与相当額を減額することとした。

イ 修成地区社会福祉協議会(健康福祉部高齢福祉課） 

監査の結果 平成２１年度の津市敬老事業補助金について、実績報告書の

収支計算書に記載された市費充当額の総額をもって交付確定

をしていたが、当該交付確定額は、同協議会の敬老事業に係る

現金出納簿に記帳された支出総額より約３万７千円多く、当該

差額分は敬老事業以外の経費に充てられたものと考えられる

ため、当該差額分の交付確定は適正ではなく、所要の是正措置

を講じるとともに、補助金の交付確定に当たっては、平成２２

年１２月６日付け津市監査委員告示第８号（住民監査請求監査

の結果）における意見等を踏まえ、適切な事務処理に努められ

たい。 

措置の内容 平成２１年度の津市敬老事業補助金については、改めて精査

し、一部返還の措置を講じた。また、補助金の交付確定に当た

っては、収支関係書をはじめとする添付書類を含め、確実な確

認作業を行うことにより適切な事務処理をすることとした。



ウ 高茶屋地区社会福祉協議会(健康福祉部高齢福祉課） 

監査の結果 津市敬老事業補助金に係る会計処理について、同協議会は現

金出納簿等の会計諸帳簿を整備しておらず、実績報告書におけ

る収支決算書の内容と実際の補助金に係る収支状況の内容を

照合し難いものであったが、同補助金の交付決定に当たって

は、「補助金と事業に係わる予算及び決算との関係を明らかに

した調書を作成し、これを補助事業完了後５か年間保管しなけ

ればならない」という条件を付していることを踏まえ、会計諸

帳簿を整備の上、適正に記帳し、補助金に係る予算執行の透明

性を確保するよう、所要の是正措置を講じられたい。 

措置の内容 補助金に係る予算執行の透明性を確保できるよう、同協議会

において現金出納簿等の会計諸帳簿を整備の上、適正に記帳す

ることとした。

６ 平成２４年３月２日付け津市監査委員告示第１号公表分 

（１）政策財務部 

地域政策課（地域振興室（当時）） 

監査の結果 津ｅネットショップ管理運営業務について、当該業務は、イ

ンターネット上に地域産品の共同市場「津モール」を開設・運

営し、全国への情報発信を行い、地域の活性化を図ることを目

的とするもので、津ｅネットショップ実行委員会に随意契約に

より委託しており、当該委託料は、平成２２年度は３３２万円、

平成２３年度は３２９万円を支出しているが、「津モール」で

販売している商品数は少なく、平成２２年１２月の開設後１年

間の売上実績は１件という状況であり、費用に見合う効果が得

られないことを懸念することから、当該業務の在り方を見直さ

れたい。 

措置の内容 地域産品についての情報発信による地域の活性化は必要で

あることから、利用者数の増加を目指すべく津ｅネットショッ

プ管理運営業務を見直し、平成２４年４月１日、「津モール」

（４事業者５品目）を再構築し、津市物産ＳＨＯＰ｢ついーと｣

（２９事業者１０１品目）の新規開設を行った。



（２）健康福祉部 

 こども家庭課 

監査の結果 児童福祉法第５６条第４項の規定に基づく私立保育園に係

る保育所入所負担金の収納事務の委託について、地方自治法施

行令第１５８条第２項の規定に基づきその旨を告示していた

が、同負担金の収納事務を委託したことについては、児童福祉

法施行令第４４条の２第１項の規定に基づき告示しなければ

ならないものであり、さらに、同項は、その旨を本人又はその

扶養義務者の見やすい方法により公表しなければならないと

定めているが、これを公表していないことから、収納事務を委

託するに当たっては、法令の定めるところにより、適正に事務

を執行されたい。 

措置の内容 保育所入所負担金の収納事務の委託については、児童福祉法

施行令第４４条の２第１項の規定に基づき告示し、また、その

旨については受託者証を各私立保育園の掲示板へ掲出するな

どの方法により公表するよう改めた。

（３）商工観光部 

 観光振興課 

監査の結果 平成２２年度の榊原温泉振興協会事業補助金（８３０万円）

に係る実績報告書を見ると、ＣＭ等総合宣伝事業費（５１５万

４千円）の全額が市費充当額であると記載されており、当該事

業費について、交付確定に係る証憑書類を調査したところ、公

金で賄うことがふさわしくない経費が一部にあったほか、市費

充当額の内容を十分に確認できないものがあった。改めて調査

したところ、実績報告書に記載上の不備があったということで

あるが、これらのことは、同協会における補助金の取扱いに起

因する一方、補助金審査の在り方に問題があることは否めな

い。

補助金行政に携わる職員は、貴重な公金を財源とする補助金

を充当した経費が、当該補助金の趣旨及び目的にかなうものか

否かに特に留意し、必要に応じて、その実態を把握・検証し、

問題があれば、速やかに津市補助金等交付規則上の措置を講じ

ることはもとより、当該補助金の在り方を見直すことが肝要で



 あると考えることから、榊原温泉振興協会事業補助金について

は、問題点を整理の上、所要の是正措置を講じられたい。

措置の内容 榊原温泉振興協会に対し、市費充当額の内容を十分に確認で

きるよう証憑書類などの整備を行うよう指示したほか、平成２

３年度の補助金の交付に当たっては、津市行財政改革大綱の補

助金に係る交付指針や津市補助金等交付規則等の趣旨を十分

に踏まえ、その実態を把握・検証した。

（４）農林水産部 

 農林水産政策課 

監査の結果 平成２２年度の農林業就業促進対策事業補助金について、そ

の趣旨及び目的は、農林業を営む事業者における農林業への就

業意欲のある者（以下「就業希望者」という。）への実践研修

等に要する経費（賃金等）の一部を補助することによって、円

滑な就業を支援し、将来の農林業の担い手を確保するものであ

るところ、研修実施計画書に添付された就業希望者の履歴書の

「動機」の項目に全く記載のないもの又は経済的な動機が記載

されているものがあったほか、履歴書に経済的な動機を記載し

た就業希望者については、３か月以上研修したにもかかわら

ず、その研修記録簿の研修上の課題、指導結果等に関する事項

は記載されていなかった。これらのことについては、同補助金

の趣旨及び目的に照らし、望ましいものではないことから、必

要に応じて、職員が直接就業希望者と面談して就業意欲を確認

するとともに、研修記録簿への記載を徹底するよう、その事務

処理の在り方を見直されたい。 

措置の内容 農林業就業促進対策事業補助金の交付決定を行う際に、研修

実施計画書に添付される履歴書から志望動機等について十分

点検を行うとともに、実績報告書の提出時において、研修記録

簿の研修上の課題、指導結果等に関する事項の記載がなされて

いるかなど、当該補助金の趣旨及び目的に合致するかの確認行

為を徹底するよう改めた。



（５）下水道部 

 下水道建設課 

監査の結果 下水道工事に伴う工作物（事業用資産をいう。以下同じ。）

の移設補償について、被補償者から提出された見積額を基準に

その移設補償金額を算定しており、平成２３年度の工作物の移

設補償事案の一部について見ると、橋内東部第二排水雨水幹線

築造工事に伴う工作物の移設補償金額の基準とした見積額に

消費税が含まれていた。 

一般的に被補償者が消費税の課税事業者である場合におい

ては、消費税額の算定上、控除対象仕入税額として仕入税額控

除できる場合があり、その結果、移設補償金に含まれる消費税

相当額を負担しなかったことになるときは、過補償になること

から、あらかじめ消費税相当額の補償の要否を判定する必要が

ある。 

そこで、当該工事に伴う工作物の移設補償に当たって、消費

税相当額の補償が必要であると判定した理由を聴取したとこ

ろ、本来はその補償が必要でないものであったということか

ら、所要の是正措置を講じるとともに、工作物の移設補償に当

たっては、適切に消費税相当額の補償の要否を判定するよう、

補償事務の在り方を見直されたい。 

措置の内容 当該工事に伴う工作物の移設補償費のうち補償が必要では

なかった消費税相当額について戻入した。また、工作物の移設

補償の要否判定について、要否判定フロー等の活用により、判

定方法の見直しを図った。

（６）会計管理室 

監査の結果 法人その他の社団に対する補助金、負担金等の支払に係る審

査に当たって、債権者たる法人等の代表者から提出された請求

書に振込先として指定された預金口座の名義人について、当該

法人等の名称のほか、代表者以外の者（会計担当者等）の氏名

が記載されている場合において、会計管理室は、当該支払金の

受領委任に係る委任状の徴取を求めているが、債権者と預金口

座の名義人として記載された当該法人等の名称が一致するの

であれば、当該支払金の債権者と受領者は同一であると解する



 ものであって、委任状の徴取は不要であると考えられる。この

ような委任状の徴取については、全庁的に相当な件数に及ぶも

のと推察するが、債権者のためでなければ支出することができ

ないことを定めた地方自治法第２３２条の５第１項の趣旨を

踏まえつつ、市の職員及び債権者たる法人等における事務の負

担軽減を図る観点から、その要否について検討の上、その結果

を踏まえて、所要の改善に取り組まれたい。 

措置の内容 債権者を法人、法人でない団体等に区分した上で、受領委任

に係る委任状の徴取の要否に関する考え方を整理し、債権者と

預金口座の名義人として記載された当該法人等の名称が一致

する場合は委任状の徴取は不要とするよう改めた。 

（７）久居総合支所 

 生活課 

監査の結果 久居北口文化会館における月刊誌の購入に当たって、割引の

ある定期購読を利用すれば、より安価に調達できるものがあっ

たことから、年間を通じて購入する雑誌については、定期購読

による割引の有無を確認の上、調達方法を見直されたい。 

措置の内容 年間を通じて購入する冊子について、割引のある定期購読を

利用することにより、より安価に調達するよう改めた。

（８）消防本部 

   消防総務課 

監査の結果 修繕業務に係る見積合わせの執行に当たって、美杉町内の３

者（便宜上「Ａ社」、「Ｂ社」、「Ｃ社」という。）を選定したも

のについて見たところ、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社は、それぞれ異なる

様式・字体の見積書を使用していたと考えられるが、Ａ社が三

多気防火水槽フェンス修繕業務の見積合わせで提出した見積

書の様式・字体は、Ｂ社が八知防火水槽フェンス修繕業務の見

積合わせで提出したものと酷似する一方、Ｂ社が三多気防火水

槽フェンス修繕業務の見積合わせで提出した見積書の様式・字

体は、Ａ社が八知防火水槽フェンス修繕業務の見積合わせで提

出したものと酷似している。

そして、これらの見積合わせの結果、各修繕業務はいずれも

Ｃ社が受注しているが、これらのことは、公正かつ適正な見積



 合わせであったか否か、疑問を抱かざるを得ないものであり、

契約事務の公正かつ適正な執行を確保する観点から、これらの

業者に事実関係を聴取するなど、調査の上、その結果を踏まえ、

適切に対処されたい。 

措置の内容 見積合わせの執行時において、複数の執行職員により見積書

の様式・字体が酷似していないかなど、公正かつ適正な見積合

わせであるか否かの観点からも確認を確実に行うよう改めた。

（９）教育委員会事務局 

ア 教育総務課 

（ア）市立学校における備品（事務用机）の購入について 

監査の結果 人事異動により事務用机の不足が生じた一部の市立学校に

おいて、他校における事務用机の余剰品の有無を調査すること

なく、当該不足数量の事務用机を購入していたが、全庁的に経

費節減に取り組む中、備品の購入に当たっては、他校における

余剰品の有無を調査の上、余剰品がある場合は、これを利用す

ることによって、一層の経費節減に努められたい。 

措置の内容 市立学校における事務用机の余剰品に係る調書を作成し、市

立学校間で情報を共有することにより、余剰品がある場合は、

これを利用するよう改めた。

（イ）フラットファイルの背表紙に係る印刷業務について 

監査の結果 市立学校において、フラットファイルの背表紙に係る印刷業

務を発注しており、平成２２年度の発注総額は５１万６千円（

教育総務課調べ）であった。当該印刷業務は、フラットファイ

ルに文書管理上の背表紙を貼付し、これを成果品として各市立

学校が発注した数量分の納品を受けるもので、一部の市立学校

における支出負担行為回議書を見ると、その１冊当たりの消費

税抜きの単価は６８円であった。 

一方、市の単価契約価格表（Ａブロック：平成２２年６月１

日～平成２３年５月３１日納品分）におけるフラットファイル

の消費税抜きの単価は１０冊入りが２３５円で１冊当たりに

すると２３．５円となり、背表紙については、各所管課等に設

置された情報機器端末及びプリンタ機器を使用すれば容易に

作製できるものであることから、市立学校における当該印刷業



 務の発注は割高な調達方法であって、全庁的に経費節減に取り

組む中、望ましいものではないと考えるため、当該印刷業務の

在り方を見直されたい。 

措置の内容 フラットファイルの背表紙については、印刷業務の発注を行

わず、市立学校に設置された情報機器端末及びプリンタ機器を

使用して作製するよう改めた。 

  イ 香良洲事務所 

監査の結果 香良洲学校給食センター及び市立香良洲小学校に係る日本

放送協会放送受信契約について、それぞれ日本放送協会放送受

信規約第５条第１項に定める放送受信料の支払をしていたが、

同規約第５条の５は、事業所の同一敷地内における２件以上の

契約のうち、１件を除く各契約については、当該放送受信料の

半額を減じるという事業所割引制度を定めているため、これら

の施設に係る契約が事業所割引制度の対象になるか否かを確

認の上、所要の手続を行い、経費節減に努められたい。 

措置の内容 日本放送協会に確認を行ったところ、香良洲学校給食センタ

ー及び市立香良洲小学校の日本放送協会放送受信料について

は、同一敷地内における事業所割引制度の対象と認められたこ

とから、所要の手続を行った。

（10）随時監査 

 建設部北工事事務所 

監査の結果 平成２３年度北道新補第２号 追上響野線ほか１線道路改

良工事（その２）について、当該路線は、県道亀山・白山線と

市道椋本安西線を結ぶ都市計画道路であり、延長８７０メート

ルのうち３２６メートル、幅員９．５メートルを整備するもの

である。 

工事期間は、平成２３年８月２９日から平成２４年１月２０

日までであるが、平成２３年１２月２８日現在の工事進捗率は

４５．０パーセントで、平成２４年１月１０日に現地調査をし

たところ、地下埋設物(上・下水道管)の管理者との調整不足に

より、当該地下埋設物が布設されておらず、工事期間内の完成

が困難な状況であったため、地下埋設物の布設を要する道路改

良工事については、事前に地下埋設物の管理者と十分な調整を



 行い、当初の工程に従い施工できるよう、その発注の在り方を

見直されたい。 

なお、工程が大幅に遅延しているにもかかわらず、工程の変

更がなされていなかったことから、工程管理が機能するよう速

やかに工期を延長し、その実績評価に応じて、工種別の施工計

画を変更するよう工程管理の在り方を見直されたい。 

措置の内容 地下埋設物（上・下水道管）の有無については、発注の事前

に行う占用者会議等において、管理者と十分調整を図っていく

とともに、工程管理を的確に行い、工期の延長が必要な場合に

あっては速やかに行うよう改めた。 



津市監査委員告示第７号

 市長が榊原財産区及び波瀬財産区の監査の結果に基づき、又は当該監査

の結果を参考として講じた措置について、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１９９条第１２項の規定に基づく通知があったので、その要旨

を次のとおり公表する。

  平成２４年６月６日 

                   津市監査委員 渡 邊   昇 

                                      津市監査委員 駒 田 修 一 

                                      津市監査委員 横 山 敦 子 

津市監査委員 宇 陀 照 良 

１ 榊原財産区 

（１）平成２０年３月６日付け津市監査委員告示第３号公表分 

監査の結果

（措置が講じ

られた部分に

限る。以下同

じ。） 

覚書により、地上権設定契約の解除に伴う補償金が、毎年、

旧地上権者に対し支払われているが、平成２３年２月に当該覚

書の更新時期を迎えることから、補償内容について十分精査の

うえ、適切に処理されたい。 

措置の内容 当該覚書の更新時に補償内容について精査し、平成２３年２

月１０日から平成２７年６月２７日までの期間に限り補償金

を支払うこととした。

（２）平成２１年３月９日付け津市監査委員告示第２号公表分 

監査の結果 財産区の財務及び事務の執行は、地方自治法上、その財産の

管理及び処分又は廃止に関することに限定されるとともに、財

産区のある市町村との一体性を損なうものであってはならな

いが、同財産区の執行状況を見ると、その財産の維持管理に直

接関係のない補助金の交付、財産区議会の参与等独自の職制を

設け報酬等を支出しており、これらのことは、同法の趣旨に照

らし、妥当を欠くおそれが懸念される。そこで、同財産区の事

務を分掌する久居総合支所（総務課）は、同法第２９４条及び

第２９６条の５の趣旨を踏まえ、その財務及び事務の執行の妥

当性を検証の上、必要に応じて、所要の措置を講じられたい。



措置の内容 財産区の財産の維持管理に直接関係のない補助金及び参与

等独自の職制については、平成２２年度をもって廃止した。

（３）平成２２年３月９日付け津市監査委員告示第３号公表分 

監査の結果 財産区の条例、規則等の条規は、その財産又は公の施設の管

理及び処分又は廃止に関し、必要な範囲において、その所在す

る市町村の条規として制定・公布されるものであるが、榊原財

産区の条規（津市榊原財産区議会設置条例を除く。）は、市の

条規としての制定・公布手続によることなく制定・公布されて

おり、当該条規の中には、その財産の管理及び処分に関する範

囲を超えて定めている事項が見られる。 

 このことは、平成１９年度の定期監査等結果報告でも指摘し

ているが、未だ改善されていないため、関係部局との調整を進

め、早急に所要の是正措置を講じられたい。 

措置の内容 平成２２年度において、従前の榊原財産区の条規（津市榊原

財産区議会設置条例を除く。）はすべて廃止し、財産区の財産

の管理及び処分に関する条規を津市の条規としての制定・公布

の手続により制定・公布した。

２ 波瀬財産区 

  平成２４年３月１９日付け津市監査委員告示第２号公表分 

監査の結果 関係団体への関与について、波瀬財産区を所管する波瀬出張

所の職員は、同出張所内において、ある財団法人名義の預金通

帳及び印鑑を保管していたが、法令に基づくことなく地方公共

団体の所有に属しない現金等の保管を禁じた地方自治法２３

５条の４第２項の趣旨に照らし、望ましいものではないことか

ら、当該団体の理解と協力を得て、職員による関与が必要最小

限となるよう、その見直しに取り組まれたい。 

措置の内容 財団法人名義の預金通帳及び印鑑の保管については、同団体

において行うこととした。


